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(54)【発明の名称】 カバー式内視鏡

(57)【要約】
【課題】  挿入部の可撓性を変化させた内視鏡カバーを
容易に作製し、操作性を向上させることができるように
する。
【解決手段】  本発明のカバー式内視鏡の挿入部１８に
は挿入部カバー３０が装着され、その挿入部カバー３０
は、外側カバー３０Ａと、内側カバー３０Ｂとで形成さ
れている。この挿入部カバー３０は、内側カバー３０Ｂ
を挿入部１８の任意の位置で固定し、その上から外側カ
バー３０Ａを装着することにより、挿入部１８の可撓性
を変化させることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  少なくとも挿入部がカバーで覆われたカ
バー式内視鏡において、
前記カバーは、それぞれ硬度の異なる第１のカバーと第
２のカバーとから成り、該第１のカバーと該第２のカバ
ーとを２層に重ねて使用することを特徴とするカバー式
内視鏡。
【請求項２】  前記第１のカバー及び前記第２のカバー
が、前記挿入部を覆う範囲を変更することにより、該挿
入部の長手方向に沿って可撓性を変化させることを特徴
とする請求項１のカバー式内視鏡。
【請求項３】  前記第１のカバーと前記第２のカバーと
は、一方がJIS ゴム硬度50～85D で、他方がそれより軟
らかい硬度の異なる樹脂で形成されていることを特徴と
する請求項１のカバー式内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はカバー式内視鏡に係
り、特に少なくとも挿入部がカバーで被覆されたカバー
式内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】医療分野で使用される内視鏡は、感染症
等を防止するために、使用後は洗浄・消毒・減菌処理が
施される。しかし、体内に挿入される内視鏡の挿入部
は、送気・送水管路、処置具チャンネル等の小径管路が
設けられているため、これら小径管路を含む内視鏡全体
を完全に洗浄・消毒・減菌するには大変な手間がかか
る。
【０００３】そこで、挿入部を使用前に内視鏡カバーで
被覆し、使用後にこの内視鏡カバーを剥ぎ取ることによ
り、洗浄・消毒・減菌処理を簡略したカバー式内視鏡が
近年使用されている。
【０００４】内視鏡は、挿入部を検査対象物の奥深くま
で挿入する関係上、挿入部の手元側は比較的硬く、挿入
部の先端側は体腔内に追従するように比較的軟らかい方
が有利である。
【０００５】実開平６－６１２０１号公報に記載の内視
鏡カバー方式の内視鏡装置では、内視鏡カバーは、挿入
部の長手方向に沿って、硬度の異なる２種類の樹脂の混
合比を変化させて、形成することにより、内視鏡及び内
視鏡カバーにおける挿入部の可撓性を手元側と先端側と
で変化させている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、実開平
６－６１２０１号公報に記載の内視鏡カバー方式の内視
鏡装置では、硬度の異なる２種類の樹脂を混合して内視
鏡カバーを形成するため、混合の際の成形温度が近い２
種類の樹脂を用いる必要がある。
【０００７】しかし、成形温度の近い樹脂同士では硬度
差が小さいため、挿入部の長手方向に可撓性が大きく変
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化する内視鏡カバーを形成することができないという問
題があった。
【０００８】本発明はこのような事情に鑑みてなされた
もので、挿入部の可撓性を変化させた内視鏡カバーを容
易に作製し、操作性を向上させることができるカバー式
内視鏡を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に本願請求項１に係る発明は、少なくとも挿入部がカバ
ーで覆われたカバー式内視鏡において、前記カバーは、
それぞれ硬度の異なる第１のカバーと第２のカバーとか
ら成り、該第１のカバーと該第２のカバーとを２層に重
ねて使用することを特徴としている。
【００１０】本発明によれば、内視鏡の挿入部を覆うカ
バーは、それぞれ硬度の異なる第１のカバーと第２のカ
バーとを２層に重ねて使用するようにする。これによ
り、挿入部の可撓性を容易に変化させることができるよ
うにしている。
【００１１】請求項２に係るカバー式内視鏡は、前記第
１のカバー及び前記第２のカバーが、前記挿入部を覆う
範囲を変更することにより、該挿入部の長手方向に沿っ
て可撓性を変化させることを特徴としている。
【００１２】請求項３に係るカバー式内視鏡は、前記第
１のカバーと前記第２のカバーとは、一方がJIS ゴム硬
度50～85D で、他方がそれより軟らかい硬度の異なる樹
脂で形成されていることを特徴としている。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下添付図面に従って本発明に係
るカバー式内視鏡の好ましい実施の形態について詳説す
る。
【００１４】図１は、本発明に係るカバー式内視鏡１０
を示す概略図であり、図２は、カバー式内視鏡１０の挿
入部１８の詳細図である。
【００１５】内視鏡本体１２は、主として術者が把持し
て操作する手元操作部１６と、挿入部１８と、ユニバー
サルケーブル２０等から構成される。
【００１６】挿入部１８は、図２に示すように、軟性部
１８Ａと、アングル部１８Ｂと、先端硬質部１８Ｃとで
構成されており、大半が軟性部１８Ａで構成されてい
る。そして、この軟性部１８Ａの先端にアングル部１８
Ｂが連接されており、さらにそのアングル部１８Ｂの先
端に先端硬質部１８Ｃが連設されている。
【００１７】アングル部１８Ｂは、先端硬質部１８Ｃを
所望の方向に向けるためのものであり、そのアングル操
作は手元操作部１６に設けられたアングルノブ（図示せ
ず）を回動操作することによって行われる。
【００１８】先端硬質部１８Ｃには、図示しないＣＣＤ
（固定撮像素子）が配置されており、このＣＣＤによっ
て体腔内の被観察像が撮像される。また、先端硬質部１
８Ｃには、ライトガイド（図示せず）が接続されてお
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り、このライトガイドによって伝送された照明光が照射
される。
【００１９】ユニバーサルケーブル２０には、先端硬質
部１８Ｃに照明光を伝送するためのライトガイド、ＣＣ
Ｄからの電気信号を伝送するための信号ケーブル等が挿
通されている。ライトガイドは、光源装置（図示せず）
に接続され、この光源装置からの照明光を先端硬質部１
８Ｃに伝送する。信号ケーブルはプロセッサ（図示しせ
ず）に接続され、このプロセッサにＣＣＤからの電気信
号を伝送する。プロセッサは入力された電気信号を映像
信号に処理し、モニタ（図示せず）に出力する。これに
より、ＣＣＤに撮像された体腔内の被観察像がモニタ上
に拡大表示される。
【００２０】内視鏡カバー１４は、図１、図２に示すよ
うに、内視鏡本体１２の挿入部１８を被覆する挿入部カ
バー３０と、内視鏡本体１２の手元操作部１６を被覆す
る手元操作部カバー３２と、内視鏡本体１２のユニバー
サルケーブル２０を被覆するユニバーサルケーブルカバ
ー３４とから構成されており、それぞれがポリウレタン
やシリコン、フッ素等の柔軟性樹脂材によって一体的に
形成されている。
【００２１】挿入部カバー３０の第１のカバーと第２の
カバーは、外側カバー３０Ａと、内側カバー３０Ｂとで
形成され、外側カバー３０Ａ、内側カバー３０Ｂは、互
いに硬度の異なる樹脂で作製されている。
【００２２】挿入部カバー３０は、全体がチューブ状に
形成されている。
【００２３】外側カバー３０Ａは、全長に渡り一定の硬
度（例えばJIS ゴム硬度60～95A ）で形成される。外側
カバー３０Ａは、先端部に透明なカバーガラス４８が気
密的に取り付けられており、このカバーガラス４８を介
して体腔内が観察される。
【００２４】内側カバー３０Ｂは、外側カバー３０Ａの
内側に配置され、外側カバー３０Ａと硬度を等しくして
もよいし、外側カバー３０Ａより硬い、一定の硬度（例
えばJIS ゴム硬度50～85D ）で形成してもよい。
【００２５】手元操作部カバー３２は、柔軟性を有する
シート材によって袋状に形成されており、一端が挿入部
カバー３０の接合部３６に、他端がユニバーサルケーブ
ルカバー３４のユニバーサルケーブル２０に一体的に結
合されている。
【００２６】ユニバーサルケーブルカバー３４は、ユニ
バーサルケーブル２０を被覆する形状に形成されてお
り、その一端が手元操作部カバー３２の手元操作部１６
に一体的に結合されている。
【００２７】尚、挿入部１８は、図２に示すように、先
端から例えば１０ｃｍ刻みで目盛（２０ｃｍ、３０ｃ
ｍ、４０ｃｍ…）が付されている。
【００２８】次に、前記のごとく構成された本実施の形
態のカバー式内視鏡１０の作用は次のとおりである。
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【００２９】カバー式内視鏡１０は、挿入部１８を挿入
部カバー３０で被覆し、手元操作部１６を手元操作部カ
バー３２で被覆し、ユニバーサルケーブル２０をユニバ
ーサルケーブルカバー３４で被覆した状態で使用する。
このうち、挿入部カバー３０の装着は次のように行われ
る。
【００３０】まず、挿入部１８に、内側カバー３０Ｂ
を、内側カバー３０Ｂの先端部が、挿入部１８の長手方
向に、先端側から約３０～４０ｃｍの位置にくるように
装着する。次に、その上から外側カバー３０Ａを接合部
３６まで覆うように装着する。
【００３１】尚、挿入部１８は、内側カバー３０Ｂの挿
入部１８を被覆する範囲を変更することにより、挿入部
１８の、長手方向の可撓性の変化位置を容易に変更する
ことができる。
【００３２】挿入部１８について可撓性の硬い範囲を狭
くする場合は、挿入部１８に内側カバー３０Ｂを装着す
る際に、内側カバー３０Ｂを接合部３６方向に後退させ
る。尚、後退させた内側カバー３０Ｂが接合部３６に接
触したら、この接触した所から先の内側カバー３０Ｂの
不要な部分は適宜切断する。その後、その上から外側カ
バー３０Ａを接合部３６まで覆うように装着する。
【００３３】また、挿入部１８について可撓性の硬い範
囲を広くする場合は、挿入部１８に内側カバー３０Ｂを
装着する際、内側カバー３０Ｂの先端部が、当初の先端
側から約３０～４０ｃｍの位置より先端に近づくように
位置して装着する。その後、その上から外側カバー３０
Ａを接合部３６まで覆うように装着する。その際内側カ
バー３０Ｂはその全長が、接合部３６まで届かないとい
うことがないように、適度な余裕（内視鏡の挿入部と同
じくらいの長さ）を持っておく。
【００３４】尚、挿入部カバー３０について、外側カバ
ー３０Ａと内側カバー３０Ｂとは、硬度を等しくしても
よく、硬度を違えてもよい。
【００３５】本発明に係るカバー式内視鏡は、可撓性を
任意の位置で変化させた内視鏡カバーを、２種類の樹脂
を混合して形成することなく、互いに硬度の異なる２種
類のカバーを組み合わせることにより、容易に作製する
ことができ、安価に提供することができる。
【００３６】更に、硬度の異なる数種類の外側カバーあ
るいは内側カバー、又は両者とも用意し、適宜組み合わ
せて装着することにより、挿入部の可撓性を数種類に変
化させることができる。
【００３７】更に、本実施の形態では、内視鏡カバーを
樹脂により作製する例を説明したが、本発明はこれに限
らず、内視鏡カバーを弾性を有する他の材料で作製して
もよい。
【００３８】
【発明の効果】以上説明したように本発明に係るカバー
式内視鏡によれば、挿入部の可撓性を変化させた内視鏡
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カバーを容易に作製し、操作性を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るカバー式内視鏡を示す概略図
【図２】本発明に係るカバー式内視鏡の挿入部の詳細
図
【符号の説明】 *
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*１０…カバー式内視鏡、１２…内視鏡本体、１４…内視
鏡カバー、１６…手元操作部、１８…挿入部、１８Ａ…
軟性部、３０…挿入部カバー、３０Ａ…外側カバー、３
０Ｂ…内側カバー、３２…手元操作部カバー、３４…ユ
ニバーサルケーブルカバー

【図１】

【図２】
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